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次

週

５

月

�

日

号

は

休

刊

と

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

　国税庁は４月�日、Ｗｉｎｄｏｗｓ�のサポート

が令和７年�月�日以降、終了することに伴

い、同日以降、国税庁が提供するｅ―Ｔａｘ

ソフトや確定申告書等作成コーナーなど、以

下の対象ソフト等の利用環境として、Ｗｉｎｄｏｗｓ

�を推奨しない予定であると発表した。

【対象ソフト等】

　・ｅ―Ｔａｘソフト

　・確定申告書等作成コーナー

　・ｅ―Ｔａｘソフト（ＷＥＢ版）

　・ｅ―Ｔａｘの開始（変更等）届出書作成・提出コーナー

　・電子的控除証明書等作成ソフト

　・ＮＩＳＡコーナー

　・ＦＡＴＣＡコーナー

　・多国籍企業情報の報告コーナー

　・ＣＲＳ報告コーナー

　・ＣＳＶファイルチェックコーナー

　・ＱＲコード付証明書等作成システム

　

国

税

庁

は

４

月

�

日

、

源

泉

徴

収

義

務

者

向

け

に

令

和

７

年

度

税

制

改

正

に

よ

る

所

得

税

の

基

礎

控

除

の

見

直

し

等

に

つ

い

て

の

各

種

情

報

を

公

表

し

た

。

改

正

の

概

要

、

７

年

分

の

年

末

調

整

、

８

年

分

以

後

の

給

与

の

源

泉

徴

収

事

務

に

つ

い

て

説

明

し

て

い

る

ほ

か

、

年

末

調

整

や

源

泉

徴

収

事

務

に

お

け

る

留

意

事

項

を

ま

と

め

た

パ

ン

フ

レ

ッ

ト

、

変

更

を

予

定

す

る

年

末

調

整

関

係

書

類

の

様

式

案

も

掲

載

し

て

い

る

。

５

月

末

ご

ろ

に

は

、

よ

く

あ

る

質

問

（

Ｆ

Ａ

Ｑ

）

を

掲

載

す

る

予

定

。

同

日

、

こ

れ

ら

の

内

容

を

盛

り

込

ん

だ

「

令

和

７

年

４

月

源

泉

所

得

税

の

改

正

の

あ

ら

ま

し

」

も

公

表

し

て

い

る

。

主 な 記 事

税務関係の令和７年春の叙勲 ２面

品川筑波大学名誉教授に聞く

事業承継税制と非上場株式の評価 ３面

利益計上法人が過去最多の１１５万社 ４面

　

７

年

度

改

正

の

内

容

で

あ

る

所

得

税

の

①

基

礎

控

除

の

見

直

し

（

基

礎

控

除

の

上

乗

せ

特

例

の

創

設

を

含

む

）

や

②

給

与

所

得

控

除

の

見

直

し

、

③

特

定

親

族

特

別

控

除

の

創

設

、

④

扶

養

親

族

等

の

所

得

要

件

の

改

正

は

原

則

と

し

て

７

年

�

月

１

日

に

施

行

さ

れ

、

７

年

分

の

所

得

税

か

ら

適

用

さ

れ

る

。

７

年

�

月

ま

で

の

給

与

と

公

的

年

金

等

の

源

泉

徴

収

事

務

に

変

更

は

生

じ

な

い

が

、

７

年

�

月

に

行

う

年

末

調

整

な

ど

７

年

�

月

以

後

の

源

泉

徴

収

事

務

か

ら

は

変

更

が

生

じ

る

。

こ

の

う

ち

、

給

与

の

源

泉

徴

収

事

務

の

変

更

点

な

ど

は

図

の

と

お

り

。

　

パ

ン

フ

レ

ッ

ト

で

は

、

改

正

の

概

要

と

と

も

に

７

年

分

の

年

末

調

整

に

お

け

る

留

意

事

項

、

８

年

分

以

後

の

給

与

の

源

泉

徴

収

事

務

に

お

け

る

留

意

事

項

、

公

的

年

金

等

の

源

泉

徴

収

事

務

に

お

け

る

留

意

事

項

が

そ

れ

ぞ

れ

説

明

さ

れ

て

い

る

。

　

７

年

分

の

年

末

調

整

に

お

け

る

留

意

事

項

と

し

て

、

①

、

②

に

係

る

給

与

の

事

務

で

は

、

�

月

に

行

う

年

末

調

整

の

際

に

改

正

後

の

１

年

間

の

税

額

を

計

算

し

、

改

正

前

の

源

泉

徴

収

税

額

と

の

精

算

を

行

う

。

③

の

特

定

親

族

特

別

控

除

の

適

用

を

年

末

調

整

で

受

け

る

に

は

、

従

業

員

が

「

給

与

所

得

者

の

特

定

親

族

特

別

控

除

申

告

書

」

を

提

出

す

る

必

要

が

あ

る

。

④

に

つ

い

て

も

、

�

月

１

日

以

後

に

支

払

う

給

与

か

ら

改

正

が

適

用

さ

れ

る

の

で

、

改

正

に

よ

っ

て

扶

養

控

除

等

の

要

件

を

満

た

す

こ

と

と

な

っ

た

親

族

等

に

係

る

扶

養

控

除

等

の

適

用

に

は

「

給

与

所

得

者

の

扶

養

控

除

等

（

異

動

）

申

告

書

」

等

の

提

出

が

必

要

に

な

る

点

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

年

末

調

整

の

際

の

詳

し

い

事

務

の

内

容

は

、

８

月

末

ご

ろ

か

ら

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

随

時

掲

載

す

る

予

定

。

　

他

方

、

公

的

年

金

等

に

係

る

７

年

分

の

源

泉

徴

収

事

務

で

は

、

①

は

�

月

の

年

金

支

払

時

に

改

正

後

の

税

額

を

計

算

し

、

す

で

に

源

泉

徴

収

し

た

税

額

と

の

精

算

を

行

う

ほ

か

、

③

、

④

は

源

泉

徴

収

で

な

く

、

原

則

と

し

て

確

定

申

告

を

す

る

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

８

年

分

以

後

の

給

与

の

源

泉

徴

収

義

務

で

は

、

従

業

員

か

ら

提

出

を

受

け

る

扶

養

控

除

等

申

告

書

に

源

泉

控

除

対

象

親

族

が

正

し

く

記

載

さ

れ

て

い

る

か

確

認

の

上

、

新

た

な

源

泉

徴

収

税

額

表

に

基

づ

き

源

泉

徴

収

を

行

う

と

し

て

い

る

。

　

自

民

党

の

資

産

運

用

立

国

議

員

連

盟

（

会

長

＝

岸

田

文

雄

前

首

相

）

は

４

月

�

日

、

資

産

運

用

立

国

の

施

策

を

通

じ

た

日

本

経

済

の

変

革

を

目

指

し

、

今

後

取

り

組

む

べ

き

施

策

を

提

言

と

し

て

取

り

ま

と

め

、

石

破

茂

首

相

に

申

し

入

れ

た

。

同

議

連

は

昨

年

�

月

下

旬

に

も

石

破

首

相

に

緊

急

提

言

の

申

入

れ

を

し

て

お

り

、

確

定

拠

出

年

金

の

拠

出

限

度

額

の

引

上

げ

な

ど

一

部

が

令

和

７

年

度

税

制

改

正

大

綱

に

反

映

さ

れ

た

実

績

が

あ

る

。

　

提

言

で

は

、

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

に

つ

い

て

、

高

齢

者

に

限

定

し

て

対

象

商

品

の

拡

大

・

ス

イ

ッ

チ

ン

グ

（

買

い

換

え

）

解

禁

を

図

る

「

プ

ラ

チ

ナ

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

」

の

導

入

の

ほ

か

、

つ

み

た

て

投

資

枠

に

限

り

投

資

可

能

年

齢

の

下

限

を

撤

廃

し

、

早

期

か

ら

の

投

資

を

可

能

と

す

る

「

こ

ど

も

支

援

Ｎ

Ｉ

Ｓ

Ａ

」

の

導

入

な

ど

に

取

り

組

む

べ

き

な

ど

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

確

定

拠

出

年

金

の

拠

出

限

度

額

の

さ

ら

な

る

引

上

げ

や

ス

タ

ー

ト

ア

ッ

プ

の

Ｍ

＆

Ａ

を

阻

害

し

て

い

る

日

本

の

の

れ

ん

の

会

計

基

準

の

見

直

し

、

オ

ー

プ

ン

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

促

進

税

制

で

ス

タ

ー

ト

ア

ッ

プ

の

出

口

の

多

様

化

と

さ

ら

な

る

成

長

の

た

め

の

Ｍ

＆

Ａ

、

出

資

の

促

進

な

ど

も

求

め

て

い

る

。

令

和

　

年

　

月

　

日
７ ５ ５

第３６４９号
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新

築

住

宅

に

係

る

固

定

資

産

税

の

減

額

措

置

に

つ

い

て

、

地

財

審

は

令

和

６

年

度

税

制

改

正

に

関

す

る

意

見

に

お

い

て

、

住

宅

政

策

の

観

点

か

ら

、

税

制

上

支

援

す

べ

き

住

宅

へ

の

重

点

化

等

を

検

討

す

べ

き

と

し

た

。

そ

し

て

、

６

、

７

年

度

の

与

党

税

制

改

正

大

綱

の

検

討

事

項

に

は

、

そ

の

あ

り

方

を

検

討

す

る

と

記

さ

れ

た

★

与

党

大

綱

で

は

、

租

税

特

別

措

置

に

係

る

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

（

証

拠

に

基

づ

く

政

策

立

案

）

の

徹

底

等

も

求

め

て

い

る

。

４

月

�

日

に

開

か

れ

た

国

交

省

の

住

宅

税

制

の

Ｅ

Ｂ

Ｐ

Ｍ

に

関

す

る

有

識

者

会

議

で

は

、

中

間

取

り

ま

と

め

（

素

案

）

が

公

表

さ

れ

た

★

同

措

置

に

つ

い

て

、

ア

ン

ケ

ー

ト

結

果

の

分

析

で

は

、

幅

広

い

層

に

効

果

が

生

じ

て

い

た

、

一

定

の

住

宅

を

対

象

外

と

す

る

改

正

前

後

の

分

析

で

は

、

明

確

な

効

果

は

確

認

で

き

な

い

な

ど

と

し

た

。

制

度

の

概

要

は

長

期

間

変

更

さ

れ

て

い

な

い

。

適

用

期

限

は

７

年

度

末

、

見

直

し

は

あ

る

の

だ

ろ

う

か

。

（

Ｔ

）

　

政

府

は

４

月

�

日

、

令

和

７

年

春

の

叙

勲

を

発

表

し

た

。

税

務

関

係

で

は

税

務

行

政

事

務

功

労

�

人

、

税

理

士

功

労

４

人

、

納

税

功

労

�

人

、

酒

類

業

振

興

功

労

２

人

の

計

�

人

が

受

章

の

栄

に

浴

し

た

。

受

章

者

は

次

の

通

り

（

敬

称

略

）

。

　

総

務

省

は

４

月

�

日

、

中

小

企

業

経

営

強

化

税

制

の

適

用

を

受

け

る

た

め

に

必

要

な

経

営

力

向

上

計

画

の

認

定

申

請

に

つ

い

て

、

申

請

期

間

の

末

日

が

「

行

政

機

関

の

休

日

」

に

当

た

る

場

合

の

取

扱

い

が

認

定

機

関

に

よ

っ

て

異

な

り

、

申

請

者

に

不

利

益

が

生

じ

る

状

況

と

な

っ

て

い

た

こ

と

か

ら

、

中

小

企

業

庁

に

対

し

て

改

善

を

求

め

る

あ

っ

せ

ん

を

し

た

と

こ

ろ

、

令

和

７

年

４

月

１

日

に

取

扱

い

を

統

一

す

る

改

善

措

置

が

講

じ

ら

れ

た

と

発

表

し

た

。

　

中

企

庁

は

４

月

１

日

に

、

認

定

事

務

を

行

う

各

府

省

に

対

し

て

示

し

て

い

る

実

施

要

領

を

改

訂

し

、

紙

申

請

に

お

い

て

は

、

設

備

取

得

日

翌

日

か

ら

起

算

し

て

�

日

目

が

閉

庁

日

に

該

当

す

る

場

合

は

、

翌

開

庁

日

に

到

達

し

た

場

合

で

も

、

翌

開

庁

日

の

申

請

で

あ

る

こ

と

の

み

を

理

由

に

却

下

す

る

こ

と

な

く

、

審

査

を

開

始

す

る

こ

と

を

明

確

に

し

た

と

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

厚

生

労

働

省

か

ら

事

前

照

会

の

あ

っ

た

「

産

科

医

療

特

別

給

付

事

業

に

基

づ

き

支

払

わ

れ

る

給

付

金

の

所

得

税

法

上

の

取

扱

い

に

つ

い

て

」

の

文

書

回

答

を

公

表

し

た

。

産

科

医

療

補

償

制

度

の

補

償

対

象

基

準

の

見

直

し

が

行

わ

れ

、

新

た

な

事

業

を

実

施

す

る

こ

と

に

伴

い

支

払

わ

れ

る

給

付

金

に

つ

い

て

、

非

課

税

所

得

と

し

て

取

り

扱

っ

て

差

し

支

え

な

い

か

を

照

会

し

て

い

た

も

の

で

、

同

庁

は

、

照

会

の

事

実

が

前

提

な

ら

差

し

支

え

な

い

旨

回

答

し

て

い

る

。

　

産

科

医

療

補

償

制

度

（

本

体

制

度

）

は

、

安

心

し

て

産

科

医

療

を

受

け

ら

れ

る

環

境

整

備

の

一

環

と

し

て

、

分

娩

に

係

る

医

療

事

故

に

よ

り

脳

性

麻

痺

と

な

っ

た

児

お

よ

び

そ

の

家

族

の

経

済

的

負

担

を

速

や

か

に

補

償

す

る

と

と

も

に

、

事

故

原

因

の

分

析

を

行

い

、

将

来

の

同

種

事

故

の

防

止

に

資

す

る

情

報

を

提

供

す

る

こ

と

等

に

よ

り

、

紛

争

の

防

止

・

早

期

解

決

お

よ

び

産

科

医

療

の

質

の

向

上

を

図

る

仕

組

み

と

し

て

平

成

�

年

に

創

設

。

本

体

制

度

に

お

い

て

は

、

産

科

医

療

補

償

制

度

標

準

補

償

約

款

の

規

定

に

基

づ

き

、

分

娩

に

係

る

医

療

事

故

に

よ

り

脳

性

麻

痺

と

な

っ

た

児

に

対

し

て

一

定

の

補

償

金

（

本

件

補

償

金

）

が

支

払

わ

れ

る

こ

と

に

な

っ

て

お

り

、

本

件

補

償

金

に

つ

い

て

は

、

「

産

科

医

療

補

償

制

度

に

基

づ

き

支

払

わ

れ

る

補

償

金

の

所

得

税

法

上

の

取

扱

い

に

つ

い

て

」

で

、

旧

所

得

税

法

お

よ

び

所

得

税

法

施

行

令

に

規

定

す

る

非

課

税

所

得

と

し

て

取

り

扱

っ

て

差

し

支

え

な

い

こ

と

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

そ

の

後

、

令

和

４

年

１

月

に

本

体

制

度

の

補

償

対

象

基

準

の

見

直

し

が

行

わ

れ

た

こ

と

を

機

に

、

今

般

、

過

去

に

補

償

対

象

外

と

な

っ

た

児

等

に

つ

い

て

、

４

年

１

月

改

定

後

の

補

償

対

象

基

準

に

相

当

す

る

給

付

対

象

の

基

準

を

満

た

す

場

合

に

、

本

体

制

度

に

お

い

て

損

害

保

険

会

社

か

ら

本

体

制

度

の

運

営

組

織

（

制

度

運

営

組

織

）

に

返

還

さ

れ

た

保

険

料

を

原

資

と

し

て

給

付

金

を

支

払

う

産

科

医

療

特

別

給

付

事

業

（

本

件

事

業

）

を

実

施

す

る

こ

と

に

な

っ

た

。

　

そ

こ

で

同

省

が

、

本

件

事

業

に

お

い

て

、

本

件

事

業

の

運

営

組

織

で

あ

る

公

益

財

団

法

人

日

本

医

療

機

能

評

価

機

構

（

事

業

運

営

組

織

）

か

ら

給

付

対

象

と

な

る

児

（

本

件

給

付

対

象

者

）

に

支

払

わ

れ

る

給

付

金

に

つ

い

て

も

、

所

得

税

法

お

よ

び

所

得

税

法

施

行

令

に

規

定

す

る

非

課

税

所

得

と

し

て

取

り

扱

っ

て

差

し

支

え

な

い

か

照

会

。

　

同

省

は

、

本

件

事

業

の

給

付

金

（

本

件

給

付

金

）

は

、

事

業

運

営

組

織

が

給

付

対

象

と

し

て

認

定

し

た

児

ら

に

支

給

す

る

も

の

で

、

本

件

補

償

金

と

同

様

、

「

損

害

保

険

契

約

に

基

づ

き

身

体

の

傷

害

に

基

因

し

て

支

払

を

受

け

る

も

の

に

類

す

る

も

の

」

と

し

て

、

非

課

税

所

得

と

し

て

取

り

扱

う

の

が

相

当

と

考

え

ら

れ

る

な

ど

と

し

て

い

た

。

税

務

行

政

事

務

功

労

《

瑞

宝

中

綬

章

》

　

上

村

直

（

�

）

元

国

税

不

服

審

判

所

次

長

、

横

浜

市

▽

山

﨑

穰

一

（

�

）

元

税

務

大

学

校

長

、

東

京

都

新

宿

区

▽

吉

田

泰

三

（

�

）

元

税

務

大

学

校

副

校

長

、

千

葉

県

印

西

市

《

瑞

宝

小

綬

章

》

　

青

栁

達

朗

（

�

）

元

福

岡

国

税

不

服

審

判

所

長

、

東

京

都

江

戸

川

区

▽

浅

野

由

榮

（

�

）

元

仙

台

中

税

務

署

長

、

宮

城

県

塩

竈

市

▽

猪

狩

稔

（

�

）

元

東

京

国

税

局

調

査

第

四

部

長

、

東

京

都

国

分

寺

市

▽

石

橋

基

志

（

�

）

元

下

京

税

務

署

長

、

奈

良

県

生

駒

郡

▽

石

松

秀

樹

（

�

）

元

福

岡

国

税

局

調

査

査

察

部

長

、

福

岡

市

▽

内

田

政

弘

（

�

）

元

福

岡

国

税

局

課

税

第

二

部

長

、

福

岡

県

糟

屋

郡

▽

大

引

和

也

（

�

）

元

岐

阜

北

税

務

署

長

、

名

古

屋

市

▽

小

澤

良

一

（

�

）

元

名

古

屋

国

税

局

課

税

第

一

部

長

、

名

古

屋

市

▽

工

藤

金

寛

（

�

）

元

那

覇

税

務

署

長

、

沖

縄

県

浦

添

市

▽

後

藤

一

誠

（

�

）

元

千

葉

東

税

務

署

長

、

千

葉

県

八

千

代

市

▽

小

亦

斉

（

�

）

元

麻

布

税

務

署

長

、

東

京

都

世

田

谷

区

▽

坂

井

孝

行

（

�

）

元

富

山

税

務

署

長

、

富

山

県

高

岡

市

▽

佐

々

木

幸

男

（

�

）

元

高

松

国

税

不

服

審

判

所

長

、

千

葉

県

習

志

野

市

▽

髙

橋

幸

治

（

�

）

元

新

宿

税

務

署

長

、

東

京

都

江

戸

川

区

▽

瀧

端

博

（

�

）

元

高

松

税

務

署

長

、

香

川

県

綾

歌

郡

▽

田

中

正

一

（

�

）

元

新

潟

税

務

署

長

、

さ

い

た

ま

市

▽

谷

口

勝

司

（

�

）

元

名

古

屋

国

税

局

調

査

部

長

、

名

古

屋

市

▽

角

田

元

幸

（

�

）

元

熊

本

国

税

不

服

審

判

所

長

、

東

京

都

江

戸

川

区

▽

土

井

修

（

�

）

元

神

戸

税

務

署

長

、

大

阪

府

東

大

阪

市

▽

富

井

晴

夫

（

�

）

元

関

東

信

越

国

税

局

徴

収

部

長

、

埼

玉

県

熊

谷

市

▽

西

本

勝

昭

（

�

）

元

岡

山

東

税

務

署

長

、

広

島

県

呉

市

▽

早

川

清

（

�

）

元

札

幌

中

税

務

署

長

、

札

幌

市

▽

林

睦

博

（

�

）

元

板

橋

税

務

署

長

、

千

葉

県

習

志

野

市

▽

柳

田

秀

彦

（

�

）

元

熊

本

国

税

局

徴

収

部

長

、

熊

本

市

▽

山

下

雄

嗣

（

�

）

元

大

阪

国

税

局

徴

収

部

長

、

兵

庫

県

加

古

川

市

▽

山

田

裕

士

（

�

）

元

立

川

税

務

署

長

、

東

京

都

文

京

区

▽

綿

谷

久

司

（

�

）

元

沖

縄

国

税

事

務

所

長

、

千

葉

市

税

理

士

功

労

《

旭

日

小

綬

章

》

　

市

川

博

久

（

�

）

元

日

本

税

理

士

会

連

合

会

常

務

理

事

、

愛

知

県

豊

橋

市

▽

鈴

木

雅

博

（

�

）

元

日

本

税

理

士

会

連

合

会

常

務

理

事

、

東

京

都

目

黒

区

▽

瀬

戸

順

一

（

�

）

日

本

税

理

士

会

連

合

会

副

会

長

、

金

沢

市

▽

西

村

高

史

（

�

）

元

日

本

税

理

士

会

連

合

会

副

会

長

、

名

古

屋

市

納

税

功

労

《

旭

日

小

綬

章

》

　

荒

木

幸

介

（

�

）

元

全

国

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

副

会

長

、

熊

本

市

▽

岩

川

博

（

�

）

山

口

県

納

税

貯

蓄

組

合

総

連

合

会

会

長

、

山

口

県

防

府

市

▽

窪

田

伸

一

（

�

）

鹿

児

島

県

間

税

会

連

合

会

会

長

、

鹿

児

島

県

肝

属

郡

▽

関

口

雅

章

（

�

）

全

国

間

税

会

総

連

合

会

副

会

長

、

東

京

都

世

田

谷

区

《

旭

日

双

光

章

》

　

岩

崎

榮

市

（

�

）

栃

木

県

青

色

申

告

会

連

合

会

副

会

長

、

栃

木

県

佐

野

市

▽

小

山

内

柳

一

（

�

）

（

一

社

）

青

森

県

法

人

会

連

合

会

副

会

長

、

青

森

県

平

川

市

▽

片

岡

英

雄

（

�

）

（

一

社

）

千

葉

県

青

色

申

告

会

連

合

会

副

会

長

、

千

葉

県

佐

倉

市

▽

金

井

則

夫

（

�

）

元

群

馬

県

間

税

会

連

合

会

副

会

長

、

群

馬

県

沼

田

市

▽

黒

澤

一

雄

（

�

）

埼

玉

県

納

税

貯

蓄

組

合

総

連

合

会

副

会

長

、

埼

玉

県

秩

父

郡

▽

白

土

隆

彦

（

�

）

元

茨

城

県

青

色

申

告

会

連

合

会

副

会

長

、

茨

城

県

常

陸

太

田

市

▽

田

島

賢

一

（

�

）

（

一

社

）

鹿

児

島

県

法

人

会

連

合

会

副

会

長

、

鹿

児

島

県

薩

摩

川

内

市

▽

田

島

淳

次

（

�

）

（

一

社

）

徳

島

県

法

人

会

連

合

会

副

会

長

、

徳

島

県

吉

野

川

市

▽

土

屋

紀

雄

（

�

）

静

岡

県

間

税

会

連

合

会

会

長

、

静

岡

県

下

田

市

▽

中

西

巧

（

�

）

岡

山

県

間

税

会

連

合

会

副

会

長

、

岡

山

市

▽

山

口

高

史

（

�

）

長

野

県

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

副

会

長

、

長

野

県

安

曇

野

市

▽

渡

邊

昭

夫

（

�

）

山

梨

県

間

税

会

連

合

会

副

会

長

、

山

梨

県

南

都

留

郡

酒

類

業

振

興

功
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（２）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　
◎



　平成�年度税制改正で創設された事業承継税制の特例措置の適用に必要な「特例承継計画」

の提出期限が令和８年３月末に、特例の適用期限も９年�月末にまでそれぞれ迫ってきた。

期限切れを前に、政府・与党は後継措置の検討を進める方針を示している（４月７日号１面

参照）。他方、昨年�月に会計検査院が非上場株式の評価のあり方を見直すよう国税庁に検

討を求める指摘を行った（６年�月�日号２面参照）。中小企業の事業承継に大きく影響す

る事業承継税制と非上場株式の評価はどのようになるのか。これらに対する現状認識と今後

のあるべき姿を品川芳宣筑波大学名誉教授に聞いた。

　品川芳宣（しながわ・よしのぶ）氏の略

歴　国税庁資産評価企画官、国税庁管理課

長、高松国税局長などを経て退官。その後、

筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授、

早稲田大学大学院会計研究科教授、㈱野村

資産承継研究所理事長などを歴任した。現

在は筑波大学名誉教授、弁護士・税理士。

　――今後の事業承継税制と非上場株式の評価

のあるべき姿をどう考えるか。

　せっかく、検査院が指摘してくれたのである

から、非上場株式の評価については、類似業種

比準方式の要素を元に戻すとか、斟酌割合を元

に戻すことが一番簡単なのかもしれない。いず

れにしても検査院の指摘を受けて何らかの手当

てをせざるを得ないであろう。ただ、非上場株

式の評価を上げると、ますます税制への要請が

強まるが、それが本来のあり方だ。そうではな

く、株式の評価を低くしたことが、税制の不備

を補っているところもあった。特例を適用する

のが５００件や１０００件だとしても、実際に株式の

承継はその�倍以上は行われているのだから、

評価が低いことが助けになっているはずだ。

　もともとＭ＆Ａでもなければ売れない非上場

株式を評価して相続税や贈与税を納めるという

ことに問題があるという声もあるが、財産的価

値があるものを課税しないわけにもいかないは

ずだ。税制の問題にしても、株式の評価の問題

にしても、根本は国が中小企業の存在をどのよ

うに考えるのかということにある。国にとって

も、中小企業の存在は不可欠のはずだ。企業が

存在していれば、当然、世代交代（事業承継）

は起こる。中小企業が社会的に不可欠な存在だ

とすれば、経営者が交代するたびに税金をとる

こと自体がおかしいという考え方もできる。

　中小企業は、所有と経営が分離しておらず、

一致していることがその原因だとしても、中小

企業が健全な形で存続することが国にとって不

可欠だというのであれば、今後も事業が継続し

ている限り、何らかの形で税金を軽減し、財産

を処分した段階で税金を納めてもらうやり方を

考えなければならない。

　もともと、事業は「生き物」であるから、期

限を切ること自体、事業の実体を知らないこと

になる。もっとも、�年で特例を廃止するとい

い続けてきた人たちのメンツを立てなければな

らないのであれば、特例を廃止した後も、残る

一般措置の中身を特例並みに変えて、適用要件

を緩和すればよい。現在、トランプ大統領の言

動で日本も世界も混乱の真っただ中にあり、中

小企業も存続の危機にある中で、何ら手当ても

なく特例を廃止し、他方で非上場株式の評価を

上げるというやり方は、あまりにも無策であり

通用しないのではないか。

　――現在の特例措置をどう評価していますか。

　特例は事業承継の段階で税負担が直接生じな

いという画期的なものだ。ただ、内容が難しく、

要件が多く、リスクも非常に高いうえ、�年も

�年も管理していかなければならず手間がかか

る。創設当時、中小企業庁は年間３０００件くらい

の申請を見込んでいたが、私はせいぜい１０００件

いけば御の字だと冷静にみていた。これまでの

ところ、私の予測通りになっている。

　――事業承継税制ができたことで事業承継は

促進されたのか。

　法律に基づく事業承継税制が平成�年に創設

されて以降、それなりに効果はあったはずであ

る。子である後継者にとっては親の仕事を引き

継ぐか、引き継がないかは大きな問題で、その

上に税金までかかるとなれば、しり込みをする

のは当然だといえる。事業承継税制には、そう

したしり込みをできるだけ是正しようという意

図もあった。

　平成�年に事業承継税制が拡充されたバック

グラウンドには、平成�、�年ごろはデフレの

厳しい時代で、大学は出たけれど、就職できな

いという厳しい状況の中、中小企業が雇用の約

７割を支えていた。そこで、中小企業ができる

だけ発展できるようにするため、事業承継段階

で、できるだけ税負担を負わすべきではないと

の考えがあった。実のところ、そういう要請は

かなり昔からあったが、立法当局がなかなか措

置を講じないので、株式の評価を低くしてきた

という経緯がある。

　特例の適用件数があまり伸びてこなかったの

は、税理士の多くがあまりすすめないのが理由

だ。税の専門家である税理士が利用をためらう

ような難しい制度をつくるべきではない。そう

はいっても、事業承継税制は制度として確立し

ていくことが重要だ。

　――少し話が出ましたが、昨年�月に会計検

査院から非上場株式の評価を見直すべきと指摘

があった。

　事業承継と株式の評価は非常に深い関係があ

る。それは特例があっても、さっき述べたよう

に利用がしにくい場合、手っ取り早く株式の評

価を下げてくれと、中小企業団体は常に要求し

てくる。そのため、株式の価額は、類似業種比

準価額を中心に下げられてきたので、検査院が

今さらいわなくても誰でも知っていることだ。

　これは、財産評価基本通達が昭和�年に制定

されて以降、絶えず問題となってきた。最大の

問題は、昭和�年に政府税制調査会に小委員会

が設けられ、事業承継税制の創設に向けた検討

を行ったが、�年度の答申では、現段階で税制

上特別の措置を講ずることは必要でないとする

一方、小規模な会社に対して類似業種比準方式

の適用を認めるべきとする提言をしたことにあ

る。この答申に沿って国税庁は評価通達の改正

を行った。それ以降も同じような措置がとられ

てきた。もともと評価通達というのは相続税法

�条にいう時価の解釈通達であるはずなのに、

法の解釈と立法政策が混同されてきた。

　そもそも類似業種比準方式というのは、いつ

でも上場できるような規模の大きい非上場会社

の株式の価額を上場会社の株式に比準して評価

するというものであるのに、小会社のように現

時点では上場とは縁のない会社にもその方式を

認めるようにしたことは評価理論に反すること

だ。

　――�年当時に事業承継税制的なものを創設

しておけばよかったということか。

　そういうことだ。

（３） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　
◎
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改

正

で

、

源

泉

徴

収

を

行

う

こ

と

に

よ

り

生

じ

る

還

付

事

務

等

の

軽

減

を

目

的

と

し

て

、

完

全

子

法

人

株

式

等

に

係

る

配

当

等

の

課

税

の

特

例

が

設

け

ら

れ

、

源

泉

徴

収

が

不

要

と

な

っ

た

こ

と

が

影

響

し

て

い

る

。

　

外

国

税

額

控

除

は

、

同

３

８

５

２

億

円

増

加

（

同

�

・

０

％

増

）

の

１

兆

２

０

４

７

億

円

と

大

幅

に

増

加

し

、

海

外

の

稼

得

所

得

が

増

え

て

い

る

こ

と

が

う

か

が

え

る

。

　

繰

越

欠

損

金

の

当

期

控

除

額

は

、

同

１

兆

６

２

９

７

億

円

増

加

（

同

�

・

４

％

増

）

の

�

兆

９

６

９

７

億

円

と

増

加

し

、

翌

期

繰

越

額

も

、

同

１

兆

９

９

８

８

億

円

増

加

（

同

２

・

６

％

増

）

の

�

兆

５

２

１

９

億

円

と

増

加

し

た

。

　

交

際

費

等

の

支

出

額

は

、

同

６

０

２

０

億

円

増

加

（

同

�

・

８

％

増

）

の

４

兆

１

８

４

１

億

円

と

２

年

連

続

で

増

加

。

こ

の

う

ち

、

損

金

不

算

入

額

は

、

同

２

２

２

５

億

円

増

加

（

同

�

・

５

％

増

）

の

１

兆

６

１

０

億

円

で

、

損

金

不

算

入

割

合

は

同

２

・

０

㌽

増

の

�

・

４

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

寄

附

金

の

支

出

額

は

、

同

３

４

３

３

億

円

増

加

（

同

�

・

４

％

増

）

の

１

兆

３

７

０

２

億

円

と

４

年

連

続

で

増

加

し

過

去

最

高

だ

っ

た

。

こ

れ

は

、

完

全

子

会

社

間

の

寄

附

金

等

が

含

ま

れ

る

「

そ

の

他

の

寄

附

金

」

が

同

�

・

９

％

増

の

１

兆

１

２

３

３

億

円

と

大

幅

に

増

加

し

た

た

め

で

、

通

算

法

人

に

よ

る

そ

の

他

の

寄

附

金

が

増

加

し

た

こ

と

が

起

因

と

み

ら

れ

る

。

　

令

和

５

年

度

分

会

社

標

本

調

査

結

果

か

ら

、

業

種

別

に

所

得

金

額

の

増

加

額

を

み

る

と

、

最

も

大

き

い

の

は

「

機

械

工

業

」

で

、

前

年

度

比

７

０

２

４

億

円

増

加

の

５

兆

３

８

７

７

億

円

、

次

い

で

、

「

小

売

業

」

、

「

建

設

業

」

だ

っ

た

。

　

所

得

金

額

の

増

加

率

が

最

も

高

い

の

は

、

「

食

品

製

造

業

」

で

�

・

１

％

、

次

い

で

、

「

農

林

水

産

業

」

の

�

・

８

％

、

「

出

版

印

刷

業

」

の

�

・

２

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

他

方

、

所

得

金

額

が

減

少

し

た

も

の

は

５

業

種

あ

り

、

減

少

額

が

最

も

大

き

い

の

は

、

鉄

道

会

社

や

航

空

会

社

の

ほ

か

ガ

ス

会

社

、

電

気

会

社

が

該

当

す

る

「

運

輸

通

信

公

益

事

業

」

で

同

４

３

２

９

億

円

減

少

の

３

兆

６

７

９

５

億

円

、

次

い

で

、

「

鉱

業

」

「

化

学

工

業

」

「

繊

維

工

業

」

「

料

理

飲

食

旅

館

業

」

と

な

っ

て

い

る

。

　

所

得

金

額

の

減

少

率

が

最

も

高

い

の

は

、

「

鉱

業

」

の

�

・

１

％

、

次

い

で

、

「

繊

維

工

業

」

の

�

・

９

％

、

「

運

輸

通

信

公

益

事

業

」

の

�

・

５

％

だ

っ

た

。

　

な

お

、

４

年

度

分

の

デ

ー

タ

は

、

連

結

法

人

を

除

い

た

単

体

法

人

に

つ

い

て

業

種

別

に

示

し

た

も

の

だ

っ

た

た

め

、

５

年

度

分

も

、

前

年

度

と

比

べ

る

の

に

同

条

件

の

単

体

法

人

に

つ

い

て

の

み

業

種

別

に

示

し

、

グ

ル

ー

プ

通

算

制

度

の

適

用

を

受

け

た

法

人

（

通

算

法

人

）

は

除

い

て

い

る

。

６

年

度

分

か

ら

は

、

通

算

法

人

も

含

め

た

数

字

と

な

る

。

　

財

務

省

は

４

月

�

日

、

「

米

国

関

税

措

置

の

影

響

に

関

す

る

企

業

ヒ

ア

リ

ン

グ

の

結

果

」

を

公

表

し

た

。

　

こ

れ

は

、

財

務

局

が

９

日

か

ら

�

日

に

わ

た

り

、

全

国

５

１

８

社

（

製

造

業

３

１

７

社

、

非

製

造

業

１

７

６

社

、

業

界

団

体

等

�

社

）

を

対

象

に

行

っ

た

も

の

。

　

ヒ

ア

リ

ン

グ

結

果

は

、

す

で

に

影

響

が

出

て

い

る

と

の

声

は

１

割

弱

で

、

現

時

点

で

影

響

が

な

い

と

の

声

が

多

数

と

し

て

い

る

。

た

だ

し

、

今

後

の

影

響

を

懸

念

す

る

声

も

多

か

っ

た

と

い

う

。

　

ま

た

、

金

融

庁

で

は

、

３

２

０

の

民

間

金

融

機

関

に

対

し

て

「

米

国

の

関

税

措

置

に

伴

う

影

響

に

係

る

調

査

」

（

４

月

�

日

時

点

）

を

実

施

。

こ

れ

に

よ

る

と

、

事

業

者

の

資

金

繰

り

に

つ

い

て

、

顧

客

企

業

か

ら

今

後

に

向

け

た

懸

念

を

寄

せ

ら

れ

た

金

融

機

関

は

�

・

７

％

（

�

機

関

）

、

顧

客

企

業

か

ら

す

で

に

影

響

が

生

じ

て

い

る

と

し

て

相

談

を

寄

せ

ら

れ

た

金

融

機

関

は

１

・

３

％

（

４

機

関

）

で

、

「

足

元

で

は

、

事

業

者

の

資

金

繰

り

や

地

域

経

済

へ

の

具

体

的

な

影

響

は

ま

だ

あ

ま

り

見

え

て

い

な

い

中

で

、

今

後

の

影

響

を

懸

念

す

る

声

は

一

定

程

度

寄

せ

ら

れ

て

い

る

」

と

し

て

い

る

。

　

金

融

機

関

と

し

て

の

対

応

に

つ

い

て

は

、

「

今

般

の

動

向

に

起

因

す

る

特

別

な

対

応

を

実

施

し

て

い

る

」

は

�

・

８

％

（

２

２

０

機

関

）

で

、

多

く

の

金

融

機

関

が

、

相

談

窓

口

の

設

置

や

特

別

融

資

枠

の

取

扱

い

と

い

っ

た

取

組

み

を

開

始

し

て

い

る

。

中

に

は

、

特

別

融

資

枠

の

取

扱

い

に

際

し

て

、

年

単

位

で

元

金

据

置

を

可

能

と

す

る

金

融

機

関

や

、

融

資

上

限

を

設

定

し

な

い

金

融

機

関

、

自

動

車

産

業

を

基

幹

産

業

と

す

る

地

域

に

お

い

て

、

自

動

車

業

界

支

援

専

担

チ

ー

ム

を

活

用

し

て

専

門

性

の

高

い

支

援

を

実

施

し

て

い

く

方

針

の

金

融

機

関

な

ど

も

あ

り

、

同

庁

は

、

「

引

き

続

き

、

地

域

の

産

業

特

性

や

顧

客

企

業

の

状

況

に

応

じ

た

積

極

的

な

取

組

み

が

期

待

さ

れ

る

」

と

し

て

い

る

。

（４）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　
◎



　

税

制

の

理

念

と

し

て

、

「

公

平

・

中

立

・

簡

素

」

と

い

う

こ

と

が

よ

く

言

わ

れ

る

。

そ

し

て

、

毎

年

、

税

制

改

正

の

都

度

、

こ

の

理

念

が

声

高

に

叫

ば

れ

る

。

こ

の

場

合

、

「

公

平

」

と

「

中

立

」

に

つ

い

て

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

立

場

に

よ

っ

て

考

え

方

が

異

な

る

の

で

、

何

が

「

公

平

」

で

何

が

「

中

立

」

で

あ

る

か

は

、

そ

の

判

断

が

難

し

い

と

こ

ろ

で

あ

る

。

こ

れ

ら

に

対

し

、

「

簡

素

」

は

、

最

も

分

か

り

や

す

い

は

ず

で

あ

る

が

、

実

際

の

税

法

や

通

達

の

改

正

に

お

い

て

最

も

無

視

さ

れ

て

き

て

い

る

よ

う

で

あ

る

。

　

筆

者

は

、

税

金

を

生

業

に

す

る

よ

う

に

な

っ

て

�

余

年

過

ぎ

た

が

、

そ

の

間

、

税

法

・

通

達

の

分

量

は

�

数

倍

に

膨

れ

上

が

っ

て

い

る

。

そ

れ

は

、

社

会

経

済

の

複

雑

化

や

国

際

化

に

対

応

し

た

税

制

を

構

築

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

か

ら

、

や

む

を

得

な

い

も

の

と

言

わ

れ

て

い

る

。

そ

れ

に

は

一

理

あ

る

が

、

果

た

し

て

そ

れ

だ

け

で

は

な

い

よ

う

に

考

え

ら

れ

る

。

個

々

の

税

制

改

正

を

見

て

み

る

と

、

今

ま

で

の

解

釈

と

異

な

っ

た

判

決

が

出

る

と

、

そ

の

解

釈

を

変

え

れ

ば

良

さ

そ

う

な

の

に

わ

ざ

わ

ざ

法

律

を

直

し

た

り

、

同

じ

法

律

の

中

で

同

じ

趣

旨

の

用

語

な

の

に

別

々

の

用

語

を

使

っ

た

り

、

同

じ

よ

う

な

規

定

を

何

度

も

設

け

た

り

す

る

例

が

見

ら

れ

る

。

こ

れ

は

、

通

達

改

正

に

お

い

て

も

同

じ

よ

う

な

こ

と

が

言

え

る

。

　

こ

の

問

題

に

つ

い

て

、

法

人

税

法

に

関

し

て

は

、

次

の

よ

う

な

こ

と

が

言

え

る

。

平

成

７

年

に

筑

波

大

学

大

学

院

の

教

壇

に

立

ち

、

法

人

税

法

を

講

義

す

る

こ

と

に

な

っ

た

が

、

学

生

に

で

き

る

だ

け

条

文

を

読

ん

で

法

人

税

法

を

理

解

さ

せ

よ

う

と

し

て

、

当

初

は

、

教

材

は

法

規

集

と

通

達

集

だ

け

と

し

て

、

法

人

税

法

の

条

文

を

読

み

な

が

ら

、

年

�

回

講

義

を

行

っ

た

。

と

こ

ろ

が

、

平

成

�

年

に

組

織

再

編

税

制

が

導

入

さ

れ

、

平

成

�

年

に

連

結

納

税

が

導

入

さ

れ

る

と

、

こ

の

講

義

方

法

は

無

理

と

な

り

、

参

考

書

に

頼

ら

ざ

る

を

得

な

く

な

っ

た

。

そ

の

た

め

、

学

生

も

、

条

文

か

ら

目

を

離

す

こ

と

と

な

り

、

法

人

税

法

の

何

た

る

か

が

理

解

し

に

く

く

な

っ

た

。

　

法

人

税

法

は

、

昭

和

�

年

に

全

文

改

正

さ

れ

た

の

で

あ

る

が

、

そ

の

と

き

に

は

、

税

法

の

中

で

は

、

最

も

体

系

的

に

ま

と

め

ら

れ

、

無

駄

な

規

定

が

な

く

、

最

も

美

し

い

税

法

と

言

わ

れ

た

。

筆

者

は

、

そ

の

翌

年

か

ら

、

国

税

庁

直

税

部

審

理

課

に

勤

務

す

る

こ

と

と

な

り

、

法

人

税

基

本

通

達

の

制

定

作

業

に

従

事

す

る

こ

と

に

な

っ

た

。

そ

の

と

き

、

先

輩

に

言

わ

れ

た

言

葉

に

、

「

馬

鹿

は

何

で

も

書

き

た

が

る

」

が

あ

る

。

要

は

「

法

律

を

読

め

ば

解

る

の

を

通

達

に

書

く

な

」

と

い

う

こ

と

で

あ

っ

た

。

　

そ

の

た

め

、

法

人

税

の

所

得

概

念

が

純

資

産

増

加

説

に

依

拠

し

た

こ

と

を

明

示

し

た

と

言

わ

れ

る

「

総

益

金

と

は

、

…

…

純

資

産

増

加

の

原

因

と

な

る

べ

き

一

切

の

事

実

を

い

う

」

（

旧

通

達

�

）

、

「

総

損

金

と

は

、

…

…

総

資

産

減

少

の

原

因

と

な

る

べ

き

一

切

の

事

実

を

い

う

」

（

同

�

）

と

い

う

旧

基

本

通

達

の

名

句

も

、

新

基

本

通

達

の

下

で

は

、

「

法

人

税

法

�

条

を

読

め

ば

解

る

」

と

い

う

こ

と

で

削

除

さ

れ

た

。

　

と

こ

ろ

が

、

最

近

の

法

人

税

法

や

法

人

税

基

本

通

達

を

読

ん

で

い

る

と

、

同

じ

よ

う

な

規

定

を

何

度

も

目

に

す

る

こ

と

に

な

る

。

例

え

ば

、

法

人

税

法

�

条

は

、

所

得

金

額

計

算

の

基

本

規

定

で

あ

る

は

ず

で

あ

る

の

に

、

類

似

の

規

定

が

同

法

�

条

の

２

に

規

定

さ

れ

て

い

る

。

両

者

の

違

い

は

、

文

理

の

違

い

か

ら

別

規

定

で

あ

る

こ

と

は

解

る

が

、

そ

の

必

要

性

に

は

理

解

し

が

た

い

も

の

が

あ

る

。

ま

た

、

法

人

税

法

�

条

に

定

め

る

無

償

取

引

等

に

係

る

価

額

の

時

価

概

念

に

つ

い

て

は

、

各

税

法

と

も

、

客

観

的

交

換

価

値

で

あ

る

と

解

さ

れ

、

そ

の

価

額

に

よ

っ

て

取

引

が

行

わ

れ

た

も

の

と

解

さ

れ

て

き

た

の

で

あ

る

が

、

法

人

税

法

�

条

１

項

は

、

合

併

及

び

分

割

に

関

し

、

「

当

該

合

併

又

は

分

割

の

時

の

価

額

に

よ

る

譲

渡

を

し

た

も

の

と

し

て

、

当

該

内

国

法

人

の

各

事

業

年

度

の

所

得

の

金

額

を

計

算

す

る

」

と

わ

ざ

わ

ざ

定

め

て

い

る

。

　

ま

た

、

法

人

税

基

本

通

達

で

は

、

非

上

場

株

式

の

価

額

の

評

価

を

財

産

評

価

基

本

通

達

の

取

扱

い

を

準

用

す

る

場

合

に

、

か

つ

て

は

、

９

―

１

―

�

で

足

り

た

の

に

、

同

じ

規

定

を

４

―

１

―

６

と

し

て

定

め

て

い

る

。

　

こ

れ

ら

の

規

定

は

、

「

書

か

な

け

れ

ば

解

ら

な

い

」

と

い

う

こ

と

で

あ

ろ

う

し

、

同

じ

よ

う

な

こ

と

は

、

他

の

税

法

に

お

い

て

も

、

し

ば

し

ば

目

に

す

る

よ

う

に

な

っ

て

い

る

。

　

こ

れ

で

は

、

税

法

や

通

達

の

規

定

は

、

ど

ん

ど

ん

増

殖

す

る

こ

と

と

な

り

、

必

要

な

条

文

や

規

定

が

ど

こ

に

あ

る

の

か

さ

え

解

ら

な

く

な

る

の

で

は

な

い

か

、

と

危

惧

し

て

い

る

。

「

簡

素

」

が

単

な

る

標

語

に

終

わ

る

の

で

は

な

く

、

法

令

、

通

達

の

制

定

に

是

非

生

か

し

て

ほ

し

い

も

の

で

あ

る

。

　厚生労働省の労働経済の分析によると

人手不足関連倒産の件数は調査開始以降

最多となり
、企業にとって安定した人材

確保は急務と言えます。他方で、全国の国

公立、私立大学で入学金や授業料の値上

げが相次いでおり、進学費用を奨学金で

賄う学生は増加傾向にあります。奨学金

は大学卒業後に自身で返還することにな

りますが、企業が代わりに奨学金を返還

する制度が注目を集めています。そこで、

今回は企業が奨学金返還支援制度を利用

して、従業員の奨学金を返還した場合の

課税関係について解説していきます。

１　奨学金返還支援制度の概要

　奨学金返還支援制度とは、日本学生支

援機構（以下、「機構」といいます。）

の貸与奨学金を受けていた従業員に代わ

り、企業が奨学金返還残高の一部または

全部を支援する制度です。学費高騰で奨

学金を利用する学生が増加するなか、こ

の制度は採用時において企業のアピール

ポイントになるだけでなく、若手人材の

早期離職を防ぎ定着率を高める効果も期

待できます。支援手続きの流れとしては、

企業が奨学金返還を支援する従業員を決

定し機構に申請します。その後、機構から

発行された従業員の奨学金返還証明書を

もとに、企業は返還支援額を決定します。

　なお、機構への奨学金返還は口座振替

や払込取扱票により、企業が直接機構に

送金することになります。

２　企業側、従業員側の課税関係

　企業が直接機構に支払う奨学金返還額

は従業員への給与として損金に算入され

ます。また、この奨学金返還額は前回の

記事で解説しました賃上げ促進税制の雇

用者給与等支給額に含まれますので、一

定の要件を満たす場合は、法人税の税額

控除の適用を受けることができ、企業に

とってメリットがあります。一方、従業

員側では奨学金返還額は学資に充てるた

めに支給されたものとして所得税は非課

税となります。そして、奨学金返還額に

対する社会保険料は、日本年金機構事務

連絡（令和５年６月�日）によると、給

与とは別に企業から直接機構に返還され

る奨学金は、従業員の通常の生計に充て

られるものではないため、標準報酬月額

決定時における報酬等に該当しないと説

明されており、企業、従業員ともに社会

保険料の負担はありません。

３　留意点

　このように企業側、従業員側双方にメ

リットの多い奨学金返還支援制度です

が、返還額や支援対象者について、次の

ような留意が必要です。この奨学金返還

額は通常の給与に加算して支給するもの

であるため、本来支給すべき給与の額を

減額して奨学金返還額とした場合、奨学

金返還額に対する所得税は非課税になら

ず、社会保険についても報酬等に該当し、

社会保険料の負担が発生します。また、

この制度の支援対象者が企業の役員の場

合、役員や従業員の親族など企業が雇用

する従業員でない者を対象とした場合も

奨学金返還額に対する所得税は非課税に

なりません。

（５） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　
◎



　

事

業

経

営

者

や

経

理

担

当

の

方

々

に

と

っ

て

、

複

雑

と

い

わ

れ

る

消

費

税

の

基

本

的

仕

組

み

や

申

告

・

納

付

す

る

消

費

税

額

等

の

計

算

方

法

、

消

費

税

の

届

出

関

係

に

ポ

イ

ン

ト

を

お

き

、

図

・

表

、

イ

ラ

ス

ト

を

使

い

平

易

に

解

説

。

　

今

版

は

、

「

適

格

請

求

書

等

保

存

方

式

」

「

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

」

や

「

適

格

請

求

書

発

行

事

業

者

と

な

る

小

規

模

事

業

者

に

係

る

税

額

控

除

に

関

す

る

経

過

措

置

（

い

わ

ゆ

る

２

割

特

例

）

」

に

つ

い

て

な

ど

、

前

回

版

（

令

和

５

年

版

）

以

降

の

改

正

に

対

応

。

　

「

テ

ナ

ン

ト

か

ら

領

収

す

る

ビ

ル

の

共

益

費

」

「

貸

付

け

が

非

課

税

と

な

る

住

宅

の

範

囲

」

「

輸

出

取

引

に

係

る

輸

出

免

税

の

適

用

者

」

「

共

同

企

業

体

の

場

合

の

納

税

義

務

者

」

「

機

械

設

備

の

販

売

に

伴

う

据

付

工

事

に

よ

る

資

産

の

譲

渡

等

の

時

期

の

特

例

」

「

２

割

特

例

を

適

用

す

る

よ

り

も

簡

易

課

税

制

度

を

適

用

し

た

方

が

納

付

税

額

が

少

な

く

な

る

場

合

」

「

消

費

税

課

税

事

業

者

選

択

届

出

書

の

提

出

を

失

念

し

た

場

合

」

「

簡

易

課

税

制

度

を

採

用

し

た

場

合

の

効

力

」

な

ど

の

問

答

を

掲

載

。

　

ま

た

、

巻

末

に

は

令

和

７

年

度

税

制

改

正

の

ポ

イ

ン

ト

（

消

費

税

関

係

）

を

収

録

。

　

Ｂ

５

判

、

３

０

４

ペ

ー

ジ

。

定

価

１

６

５

０

円

（

税

込

み

）

。

　

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

共

同

審

査

請

求

に

関

す

る

通

知

等

は

、

総

代

の

権

限

を

制

限

す

る

こ

と

を

確

定

す

る

行

為

で

処

分

に

該

当

す

る

が

、

不

服

申

立

て

が

で

き

な

い

処

分

と

し

た

事

例

。

　

請

求

人

ら

に

対

し

て

行

わ

れ

た

各

配

当

処

分

の

取

消

し

を

求

め

る

各

審

査

請

求

で

、

請

求

人

の

一

人

が

他

の

一

人

を

総

代

と

し

て

選

任

し

て

い

た

と

こ

ろ

、

所

轄

庁

が

行

っ

た

、

①

所

轄

庁

が

請

求

人

の

一

人

に

送

付

し

た

書

面

に

記

載

さ

れ

た

「

総

代

を

解

任

す

る

旨

の

行

政

処

分

」

お

よ

び

②

所

轄

庁

か

ら

送

付

さ

れ

た

口

頭

意

見

陳

述

の

開

催

に

関

す

る

書

面

に

記

載

さ

れ

た

総

代

と

し

て

の

出

席

は

認

め

ら

れ

な

い

旨

の

「

行

政

処

分

」

の

取

消

し

を

求

め

て

審

査

請

求

を

行

っ

て

い

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

不

服

申

立

て

が

で

き

な

い

も

の

で

あ

る

と

の

判

断

を

し

た

（

令

和

６

年

８

月

�

日

付

、

公

表

裁

決

）

。

事

案

の

概

要

　

請

求

人

Ａ

お

よ

び

請

求

人

Ｂ

（

請

求

人

ら

）

が

、

請

求

人

ら

に

さ

れ

た

各

配

当

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

令

和

５

年

９

月

４

日

に

行

っ

た

審

査

請

求

（

５

年

９

月

審

査

請

求

）

に

お

い

て

、

請

求

人

ら

は

、

国

税

通

則

法

（

通

則

法

）

の

多

数

人

が

共

同

し

て

不

服

申

立

て

を

す

る

と

き

（

共

同

不

服

申

立

て

）

に

総

代

を

互

選

す

る

旨

の

規

定

に

基

づ

き

、

請

求

人

Ａ

を

総

代

と

し

て

選

任

す

る

旨

の

総

代

選

任

届

出

書

を

併

せ

て

提

出

し

て

い

た

と

こ

ろ

、

所

轄

庁

は

、

５

年

９

月

�

日

付

で

、

５

年

９

月

審

査

請

求

の

対

象

は

各

請

求

人

を

対

象

と

し

た

処

分

で

あ

り

、

共

同

不

服

申

立

て

に

当

た

ら

な

い

た

め

、

総

代

の

選

任

は

認

め

ら

れ

な

い

こ

と

を

理

由

に

審

査

請

求

の

総

代

と

し

て

認

め

な

い

旨

を

通

知

す

る

「

審

査

請

求

の

総

代

と

し

て

認

め

ら

れ

な

い

旨

の

お

知

ら

せ

」

と

題

す

る

書

面

を

請

求

人

Ｂ

宛

に

送

付

し

た

（

本

件

お

知

ら

せ

①

）

。

　

５

年

９

月

審

査

請

求

に

お

い

て

、

請

求

人

ら

か

ら

な

さ

れ

た

通

則

法

第

�

条

の

２

《

口

頭

意

見

陳

述

》

の

申

立

て

に

つ

い

て

、

所

轄

庁

は

、

請

求

人

ら

各

人

に

対

し

、

そ

れ

ぞ

れ

６

年

３

月

１

日

付

で

、

口

頭

意

見

陳

述

の

開

催

日

時

等

に

つ

い

て

通

知

す

る

「

口

頭

意

見

陳

述

の

開

催

に

つ

い

て

」

と

題

す

る

書

面

を

送

付

し

た

。

そ

の

う

ち

請

求

人

Ｂ

に

は

、

同

書

面

お

よ

び

添

付

書

類

と

し

て

「

連

絡

事

項

」

と

題

す

る

書

面

が

送

付

さ

れ

（

本

件

連

絡

）

、

本

件

連

絡

に

係

る

書

面

に

は

、

口

頭

意

見

陳

述

の

期

日

お

よ

び

場

所

並

び

に

総

代

の

選

任

が

認

め

ら

れ

な

い

こ

と

に

伴

い

、

口

頭

意

見

陳

述

に

つ

い

て

も

請

求

人

Ｂ

が

総

代

と

し

て

選

任

し

た

請

求

人

Ａ

の

出

席

は

認

め

ら

れ

な

い

旨

お

よ

び

口

頭

意

見

陳

述

に

つ

い

て

、

①

本

人

が

出

席

す

る

、

ま

た

は

②

代

理

人

を

選

任

し

て

「

代

理

人

の

選

任

届

出

書

」

を

提

出

す

る

か

、

ど

ち

ら

か

を

選

択

し

て

ほ

し

い

旨

が

記

載

さ

れ

て

い

た

。

　

請

求

人

ら

が

、

請

求

人

ら

に

さ

れ

た

各

配

当

処

分

の

取

消

し

を

求

め

て

６

年

２

月

�

日

に

行

っ

た

審

査

請

求

（

６

年

２

月

審

査

請

求

）

に

つ

い

て

、

請

求

人

Ａ

を

総

代

と

し

て

選

任

す

る

旨

の

総

代

選

任

届

出

書

を

併

せ

て

提

出

し

て

い

た

と

こ

ろ

、

所

轄

庁

は

、

６

年

３

月

１

日

付

で

、

６

年

２

月

審

査

請

求

の

対

象

は

各

請

求

人

を

対

象

と

し

た

処

分

で

あ

り

、

共

同

不

服

申

立

て

に

当

た

ら

な

い

た

め

、

総

代

の

選

任

は

認

め

ら

れ

な

い

こ

と

を

理

由

に

審

査

請

求

の

総

代

と

し

て

認

め

な

い

旨

を

通

知

す

る

「

審

査

請

求

の

総

代

と

し

て

認

め

ら

れ

な

い

旨

の

お

知

ら

せ

」

と

題

す

る

書

面

を

請

求

人

Ｂ

宛

に

送

付

し

た

（

本

件

お

知

ら

せ

②

、

本

件

連

絡

と

併

せ

て

本

件

各

通

知

）

。

　

請

求

人

ら

は

、

６

年

３

月

�

日

、

５

年

９

月

審

査

請

求

お

よ

び

６

年

２

月

審

査

請

求

に

つ

い

て

、

所

轄

庁

に

は

総

代

を

解

任

す

る

権

限

が

な

い

か

ら

、

所

轄

庁

が

送

付

し

た

本

件

連

絡

に

係

る

書

面

に

記

載

さ

れ

た

「

総

代

を

解

任

す

る

旨

の

行

政

処

分

」

等

は

法

的

効

力

を

有

し

な

い

な

ど

と

し

て

、

本

件

各

通

知

の

取

消

し

を

求

め

て

審

査

請

求

を

し

た

。

審

判

所

の

判

断

　

所

轄

庁

は

、

５

年

９

月

審

査

請

求

お

よ

び

６

年

２

月

審

査

請

求

の

対

象

と

な

っ

た

各

配

当

処

分

が

、

請

求

人

ら

各

自

が

所

有

す

る

財

産

に

対

し

て

執

行

さ

れ

た

滞

納

処

分

で

あ

り

、

画

一

的

に

処

理

さ

れ

る

必

要

の

あ

る

事

件

で

は

な

い

こ

と

か

ら

、

共

同

不

服

申

立

て

を

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

も

の

と

判

断

し

た

上

で

、

請

求

人

ら

に

本

件

各

通

知

を

行

っ

た

も

の

で

あ

る

。

　

本

件

各

通

知

は

、

所

轄

庁

が

審

理

手

続

上

の

事

務

処

理

と

し

て

行

っ

た

も

の

で

あ

る

と

こ

ろ

、

本

件

各

通

知

が

、

通

則

法

第

�

条

第

１

項

に

規

定

す

る

「

国

税

に

関

す

る

法

律

に

基

づ

く

処

分

」

に

該

当

す

る

か

否

か

に

つ

い

て

検

討

す

る

。

　

（

イ

）

　

本

件

連

絡

に

つ

い

て

　

本

件

お

知

ら

せ

①

は

、

「

多

数

人

が

共

同

し

て

不

服

申

立

て

を

す

る

と

き

」

に

当

た

ら

な

い

と

の

意

思

決

定

を

通

知

し

た

も

の

で

あ

り

、

５

年

９

月

審

査

請

求

に

つ

い

て

、

請

求

人

Ａ

の

総

代

の

権

限

を

制

限

す

る

こ

と

を

確

定

す

る

行

為

で

あ

る

か

ら

、

処

分

に

該

当

す

る

と

い

う

こ

と

が

で

き

る

。

そ

う

す

る

と

、

本

件

お

知

ら

せ

①

を

前

提

と

し

て

行

わ

れ

た

本

件

連

絡

に

つ

い

て

も

、

５

年

９

月

審

査

請

求

に

つ

い

て

、

請

求

人

Ａ

に

口

頭

で

意

見

を

述

べ

る

地

位

を

与

え

な

い

こ

と

を

確

定

す

る

行

為

で

あ

る

か

ら

、

処

分

に

該

当

す

る

と

い

う

こ

と

が

で

き

る

。

　

（

ロ

）

　

本

件

お

知

ら

せ

②

に

つ

い

て

　

本

件

お

知

ら

せ

②

は

、

本

件

お

知

ら

せ

①

と

性

質

を

同

じ

く

す

る

こ

と

か

ら

、

上

記

（

イ

）

と

同

様

の

理

由

に

よ

り

、

処

分

に

該

当

す

る

と

い

う

こ

と

が

で

き

る

。

　

（

ハ

）

　

小

括

　

以

上

に

よ

れ

ば

、

本

件

各

通

知

は

、

通

則

法

第

�

条

第

１

項

に

規

定

す

る

「

国

税

に

関

す

る

法

律

に

基

づ

く

処

分

」

に

該

当

す

る

。

　

請

求

人

の

一

人

の

総

代

の

権

限

を

制

限

す

る

こ

と

を

確

定

す

る

行

為

で

あ

り

、

請

求

人

の

一

人

に

口

頭

で

意

見

を

述

べ

る

地

位

を

与

え

な

い

こ

と

を

確

定

す

る

行

為

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

い

ず

れ

も

通

則

法

第

�

条

《

国

税

に

関

す

る

処

分

に

つ

い

て

の

不

服

申

立

て

》

に

規

定

す

る

「

処

分

」

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

る

が

、

同

法

第

８

章

第

１

節

《

不

服

審

査

》

の

規

定

に

よ

る

処

分

で

あ

っ

て

、

同

法

第

�

条

《

適

用

除

外

》

第

１

項

の

規

定

に

よ

っ

て

同

法

第

�

条

第

１

項

の

適

用

が

除

外

さ

れ

る

処

分

に

該

当

す

る

こ

と

か

ら

、

不

服

申

立

て

が

で

き

な

い

も

の

で

あ

る

。

（６）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日 　
◎



　あなたは燗酒派？それとも冷酒派？温度の好みは人

それぞれですが、酒質によっても魅力が引き立つ温度は

異なります。

　酒が持っている甘味と酸味、その性質によって、美味

しく感じる温度は違います。それは人間の味覚の関係で

す。最も甘さを強く感じるのは、体温を少し超えた�℃

ぐらい。このあたりでピークとなり、それより温度が高

くなっても、甘さの感じ方はあまり変わりません。

　酸味の場合は、温度によって強弱はあまり変わりませ

んが、味の印象は変わります。また、酸の性質によっても

感じ方が変わります。日本酒に含まれる酸のうち、特徴

的なものにリンゴ酸と乳酸があります。リンゴ酸は、低

い温度ではリンゴや梨のような爽やかさを感じますが、

高い温度ではぼやけた印象に。従って、リンゴ酸が主体

となる軽快なタイプの日本酒は、冷やして飲むと爽快さ

が映えます。お燗にすると甘味は強く感じますが、酸が

ぼんやりして締まりのない印象になってしまいます。

　乳酸の場合は、低い温度では刺激的な酸っぱさを感じ

き も と

ます。山廃や生酛仕込みのお酒が苦手な人は、冷酒のト

ゲトゲしい酸を敬遠しているのでは？それは山廃や生

酛仕込みのお酒は乳酸が主体だから。体温以上に上げる

と甘味のボリュームはアップし、酸はまろやかになり、

酸は甘味を引き締める役割も果たします。ギスギスとし

た印象だった冷酒が、燗酒では甘味と酸味が高いレベル

でバランスがとれ、豊満できゅっと締まったナイスバデ

ィの美酒に変身�なんてことも期待できるのです。山廃

や生酛のお酒が苦手な人は、お燗を試してみてください。

　以下、タイプ別にお薦め温度を紹介しましょう。

・泡酒、活性にごり（発泡性の濁り酒）……５℃の冷酒

・軽い印象の生酒、繊細な大吟醸酒……�℃の冷酒

・ソフトな味の吟醸酒や純米吟醸酒……�℃の冷酒、常

温～�℃のぬる燗

・旨口の純米吟醸酒や純米酒、辛口の本醸造酒……�℃、

常温～�℃の上燗

・フルボディの純米酒……�℃の冷酒、常温～�℃の飛

び切り燗、燗冷まし（飛び切り燗を常温に冷まして飲む）

・生酛、山廃仕込みの純米酒……常温～�℃の熱燗、燗

冷まし（熱燗を常温に冷ましてから飲む）

　紹介したのは目安で、個々のお酒で違います。いろい

ろ試して、好みの口福な温度を探ってください。

【

規

定

の

概

要

】

　

　

非

居

住

者

が

国

内

勤

務

に

基

因

す

る

給

与

を

国

外

法

人

か

ら

支

払

い

を

受

け

た

場

合

に

、

は

当

該

給

与

に

つ

い

て

は

国

内

支

払

い

で

は

な

い

た

め

、

所

得

税

の

源

泉

徴

収

は

さ

れ

ま

せ

ん

。

　

そ

の

た

め

、

非

居

住

者

は

所

法

１

７

２

条

規

定

に

よ

る

「

準

確

定

申

告

書

（

分

離

課

税

）

」

を

通

常

翌

年

３

月

�

日

ま

で

に

税

務

署

に

提

出

・

納

税

す

る

こ

と

と

な

り

ま

す

。

こ

の

場

合

の

納

税

額

は

、

国

内

勤

務

に

基

づ

く

給

与

収

入

×

�

・

�

％

＝

納

税

額

と

な

り

ま

す

。

　

様

式

に

は

、

①

在

留

期

間

、

②

非

居

住

者

期

間

、

③

給

与

又

は

報

酬

の

明

細

と

し

て

、

㋐

収

入

金

額

、

㋑

課

税

所

得

金

額

、

④

納

め

る

税

金

の

計

算

欄

が

あ

り

ま

す

。

【

対

処

に

悩

ん

だ

事

例

】

（

ケ

ー

ス

１

）

例

え

ば

、

令

和

５

年

分

は

居

住

者

と

し

て

、

国

外

法

人

支

払

給

与

に

つ

い

て

確

定

申

告

し

ま

し

た

。

令

和

６

年

は

、

出

国

し

て

日

本

非

居

住

者

に

な

り

ま

し

た

。

税

務

署

か

ら

令

和

５

年

分

の

確

定

申

告

に

係

る

令

和

６

年

分

の

予

定

納

税

額

１

期

２

期

分

が

届

き

、

納

税

し

ま

し

た

。

　

令

和

６

年

分

の

申

告

は

ど

う

か

。

当

該

者

は

、

日

本

法

人

に

出

張

勤

務

し

滞

在

日

数

は

２

０

０

日

で

、

短

期

滞

在

者

免

税

規

定

の

１

８

３

日

を

超

え

て

い

た

こ

と

も

あ

り

、

日

本

滞

在

期

間

に

対

応

す

る

給

与

収

入

に

対

す

る

�

・

�

％

の

非

居

住

者

給

与

課

税

（

分

離

課

税

）

と

し

て

、

所

法

１

７

２

条

に

よ

る

「

準

確

定

申

告

」

を

す

る

こ

と

と

し

ま

し

た

。

　

さ

て

、

予

定

納

税

額

の

控

除

も

し

く

は

還

付

は

、

ど

の

よ

う

な

方

法

を

採

れ

ば

よ

い

の

で

し

ょ

う

か

。

　

（

ケ

ー

ス

２

）

所

法

１

７

２

条

に

よ

る

「

準

確

定

申

告

」

し

ま

し

た

が

、

後

日

、

日

本

滞

在

相

当

給

与

の

金

額

の

計

算

誤

り

が

把

握

さ

れ

、

税

額

計

算

が

過

大

で

し

た

。

　

さ

て

、

更

正

の

請

求

で

還

付

し

て

ほ

し

い

の

で

す

が

、

一

般

の

更

正

の

請

求

に

よ

る

の

で

し

ょ

う

か

。

（

ケ

ー

ス

３

）

短

期

滞

在

者

の

免

税

規

定

で

滞

在

日

数

（

初

日

算

入

滞

在

期

間

）

の

適

用

場

面

と

居

住

期

間

（

初

日

不

算

入

滞

在

期

間

）

の

適

用

場

面

の

取

扱

い

の

違

い

に

つ

い

て

悩

ん

で

い

ま

す

。

【

あ

っ

た

ら

い

い

な

、

こ

ん

な

規

定

】

（

ケ

ー

ス

１

）

所

法

１

７

２

条

に

よ

る

「

準

確

定

申

告

書

」

は

非

居

住

者

分

離

課

税

と

し

て

納

税

す

る

場

合

の

み

に

対

応

し

た

様

式

と

な

っ

て

い

ま

す

。

　

そ

こ

で

、

予

定

納

税

額

欄

を

設

け

、

控

除

後

の

納

税

額

と

す

る

か

、

さ

ら

に

は

、

予

定

納

税

額

が

納

税

額

を

上

回

れ

ば

還

付

さ

れ

る

様

式

と

し

て

い

た

だ

け

れ

れ

ば

、

納

税

者

の

幅

広

い

便

宜

に

良

い

と

考

え

ま

す

が

。

　

現

状

で

は

、

国

内

勤

務

に

基

因

す

る

所

得

が

あ

れ

ば

、

準

確

定

申

告

を

し

て

納

税

額

を

算

出

し

、

そ

の

上

で

所

得

税

確

定

申

告

で

収

入

ゼ

ロ

と

し

て

予

定

納

税

額

の

還

付

申

告

を

す

る

方

法

か

と

思

っ

て

い

ま

す

。

　

（

ケ

ー

ス

２

）

現

状

の

更

正

の

請

求

書

は

、

も

っ

ぱ

ら

居

住

者

用

と

思

っ

て

い

ま

す

。

そ

こ

で

所

法

１

７

２

条

準

確

定

申

告

に

つ

い

て

も

専

用

の

更

正

の

請

求

書

を

制

定

す

る

か

、

も

し

く

は

、

準

確

定

申

告

書

に

お

い

て

、

国

内

勤

務

に

基

づ

く

報

酬

金

額

計

算

誤

り

に

基

づ

く

更

正

の

請

求

も

加

味

し

た

様

式

の

変

更

が

あ

る

と

、

納

税

者

は

助

か

る

と

思

っ

て

い

ま

す

。

　

併

せ

て

、

国

内

支

店

が

あ

る

場

合

の

み

な

し

国

内

払

い

に

該

当

し

な

い

場

合

で

も

、

非

居

住

者

が

勤

務

す

る

日

本

法

人

が

代

位

で

納

税

完

結

す

る

規

定

が

あ

る

と

便

宜

的

な

の

で

す

が

…

。

（

ケ

ー

ス

３

）

短

期

滞

在

期

間

の

日

数

計

算

に

限

っ

て

初

日

算

・

・

・

・

入

、

し

か

し

、

所

得

計

算

は

初

日

不

算

入

と

な

る

の

か

、

Ｆ

Ａ

Ｑ

で

教

え

て

い

た

だ

け

れ

ば

悩

み

解

消

で

す

が

…

。

　

　

（７） 税　の　し　る　べ 令和７年（２０２５年） 月 日　
◎



　関東信越国税局

は４月�日、さい

たま市の同局の入

る庁舎内で第�回

関東信越ワイン醸

造研究会を開催

し、同局管内のワ

イン・シードルの

醸造関係者約�人

が参加した。

　同研究会はワイン・シードルの製造者を対象に技

術的な交流の場を提供するとともに、講演会・きき

酒会等を開催することで果実酒の品質向上を図り、

酒類業の健全な発達に資することを目的に開催され

ているもの。

　講演会では、㈲山﨑ワイナリーの山﨑太地代表取

締役が「地域とワイン―美味しいワインが出来たら

やりたいこと―」と題して、また、山梨大学ワイン

科学研究センターの岸本宗和准教授が「ワイン用ブ

ドウ栽培における温暖化適応技術」と題してそれぞ

れ講演。続いて、きき酒会となり、出席した製造者

らが出品したワイン・シードルをテイスティング

し、味わった感想を語り合っていた＝写真。

　

熊

本

国

税

局

は

４

月

�

日

、

令

和

７

年

酒

類

鑑

評

会

の

結

果

を

発

表

し

、

１

２

３

酒

造

場

が

優

等

賞

に

選

ば

れ

た

。

　

今

回

、

清

酒

部

門

で

は

熊

本

酵

母

に

よ

る

吟

醸

酒

の

部

に

�

場

か

ら

�

点

が

出

品

さ

れ

、

６

場

（

�

点

）

が

入

賞

。

同

酵

母

以

外

に

よ

る

そ

の

他

の

吟

醸

酒

の

部

に

は

�

場

か

ら

�

点

の

出

品

が

あ

り

、

５

場

（

７

点

）

が

入

賞

し

た

。

　

本

格

焼

酎

部

門

の

一

般

酒

の

部

で

は

甘

藷

（

か

ん

し

ょ

）

を

筆

頭

に

米

、

麦

、

黒

糖

、

そ

ば

・

そ

の

他

の

原

料

別

に

１

９

２

場

か

ら

４

２

４

点

が

出

品

さ

れ

、

�

場

（

１

０

３

点

）

が

入

賞

し

、

今

年

、

新

た

に

設

け

ら

れ

た

「

チ

ャ

レ

ン

ジ

の

部

」

と

「

炭

酸

割

り

の

部

」

に

は

１

６

１

場

か

ら

１

７

５

点

の

出

品

が

あ

り

、

�

場

（

�

点

）

が

選

ば

れ

た

。

　

政

府

は

４

月

�

日

、

中

小

企

業

庁

が

取

り

ま

と

め

た

、

令

和

７

年

版

の

中

小

企

業

白

書

（

令

和

６

年

度

中

小

企

業

の

動

向

・

令

和

７

年

度

中

小

企

業

施

策

）

と

小

規

模

企

業

白

書

（

令

和

６

年

度

小

規

模

企

業

の

動

向

・

令

和

７

年

度

小

規

模

企

業

施

策

）

を

閣

議

決

定

し

た

。

　

中

小

企

業

白

書

等

で

は

、

円

安

・

物

価

高

の

継

続

や

「

金

利

の

あ

る

世

界

」

の

到

来

に

よ

る

生

産

・

投

資

コ

ス

ト

増

、

構

造

的

な

人

手

不

足

な

ど

、

激

変

す

る

環

境

に

お

い

て

、

従

来

の

や

り

方

で

は

現

状

維

持

も

困

難

で

あ

り

、

自

社

の

現

状

を

把

握

し

て

適

切

な

対

策

を

打

つ

力

が

必

要

で

あ

る

と

し

て

、

中

小

企

業

等

が

課

題

を

乗

り

越

え

、

成

長

・

持

続

的

発

展

を

遂

げ

る

に

当

た

っ

て

重

要

と

な

る

、

経

営

者

の

「

経

営

力

」

を

中

心

に

、

事

例

を

交

え

つ

つ

分

析

を

行

っ

た

と

し

て

い

る

。

　

具

体

的

に

は

、

中

小

企

業

等

の

現

状

分

析

や

成

長

・

持

続

的

発

展

に

向

け

て

重

要

な

取

組

み

、

そ

の

取

組

み

の

事

例

な

ど

が

紹

介

さ

れ

て

い

る

。

　

現

状

分

析

で

は

、

①

中

小

企

業

の

業

況

、

②

外

部

環

境

の

影

響

、

③

倒

産

・

休

廃

業

・

事

業

承

継

な

ど

が

示

さ

れ

て

い

る

。

例

え

ば

、

①

で

は

、

経

常

利

益

は

長

期

的

に

は

上

昇

傾

向

も

、

大

企

業

と

比

較

し

て

伸

び

悩

み

、

差

は

拡

大

し

て

い

る

。

ほ

と

ん

ど

の

業

種

で

人

手

不

足

が

深

刻

化

。

労

働

生

産

性

は

上

昇

傾

向

の

大

企

業

と

異

な

り

、

各

業

種

と

も

伸

び

悩

ん

で

い

る

な

ど

と

し

て

い

る

。

　

中

小

企

業

等

の

成

長

・

持

続

的

発

展

に

向

け

て

重

要

な

取

組

み

と

し

て

は

、

①

経

営

力

の

重

要

性

、

②

ス

ケ

ー

ル

ア

ッ

プ

、

③

持

続

的

発

展

、

④

支

援

機

関

な

ど

が

示

さ

れ

て

い

る

。

　

例

え

ば

、

①

で

は

、

適

切

な

価

格

設

定

は

収

益

向

上

・

設

備

投

資

・

賃

上

げ

の

好

循

環

に

つ

な

が

る

。

従

業

員

の

力

を

引

き

出

す

経

営

が

重

要

。

経

営

の

透

明

性

を

高

め

る

取

組

み

が

業

績

向

上

に

寄

与

す

る

。

高

賃

金

だ

け

で

な

く

、

働

き

方

の

改

善

・

福

利

厚

生

の

整

備

も

重

要

。

力

を

入

れ

る

企

業

は

人

材

の

獲

得

に

成

功

し

て

い

る

、

②

で

は

、

企

業

規

模

拡

大

に

向

け

て

重

視

す

る

戦

略

は

売

上

高

規

模

ご

と

に

異

な

る

。

成

長

し

た

企

業

は

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

に

取

り

組

ん

で

い

る

。

売

上

高

規

模

ご

と

の

連

携

先

に

特

徴

が

あ

る

、

③

で

は

、

経

営

計

画

は

策

定

す

る

だ

け

で

な

く

、

振

り

返

り

・

見

直

し

を

行

う

こ

と

も

重

要

で

あ

る

な

ど

と

し

て

い

る

。

　

兵

庫

・

公

益

社

団

法

人

淡

路

納

税

協

会

（

石

村

健

会

長

）

、

淡

路

納

税

貯

蓄

組

合

連

合

会

（

秦

紳

一

郎

会

長

）

お

よ

び

近

畿

税

理

士

会

洲

本

支

部

（

舛

田

一

夫

支

部

長

）

は

４

月

�

日

、

金

井

恵

美

子

税

理

士

を

招

き

、

１

時

間

半

に

わ

た

る

特

別

講

演

会

を

開

催

し

、

来

賓

の

長

谷

川

幸

雄

洲

本

税

務

署

長

を

は

じ

め

約

１

０

０

人

が

参

加

し

た

＝

写

真

。

　

講

師

の

金

井

税

理

士

は

、

「

相

続

と

相

続

税

～

遺

す

た

め

受

け

継

ぐ

た

め

に

～

」

と

題

し

、

遺

族

が

協

力

し

て

よ

り

豊

か

に

幸

せ

に

暮

ら

し

て

い

く

た

め

今

何

を

す

る

べ

き

か

の

観

点

か

ら

、

相

続

を

規

律

す

る

民

法

と

相

続

税

に

つ

い

て

分

か

り

や

す

く

説

明

し

た

。

　

さ

ら

に

、

な

ぜ

遺

産

分

割

を

め

ぐ

る

争

い

が

起

こ

る

の

か

、

相

続

争

い

は

愛

情

の

争

い

で

も

あ

り

、

相

続

税

対

策

で

は

な

く

相

続

対

策

の

重

要

性

、

生

前

か

ら

の

財

産

の

整

理

・

棚

卸

し

、

家

族

が

話

し

合

い

を

行

う

必

要

性

を

説

い

た

。

参

加

者

は

丁

寧

な

説

明

に

非

常

に

興

味

深

く

聴

講

し

、

貴

重

な

機

会

と

な

っ

た

。

　

静

岡

・

一

般

社

団

法

人

伊

豆

下

田

法

人

会

（

遠

藤

一

郎

会

長

）

は

こ

の

ほ

ど

、

下

田

市

民

文

化

会

館

で

第

�

回

伊

豆

下

田

元

気

塾

を

開

催

し

た

。

　

元

気

塾

は

、

伊

豆

で

活

躍

し

て

い

る

人

の

話

を

聴

き

問

題

意

識

を

共

有

し

て

繋

が

り

を

生

み

出

し

、

伊

豆

の

再

生

へ

の

道

筋

を

立

て

て

い

く

こ

と

を

目

的

に

毎

年

行

っ

て

い

る

。

　

当

日

は

、

平

日

に

も

関

わ

ら

ず

約

２

０

０

人

が

参

加

。

二

部

構

成

で

行

わ

れ

、

第

一

部

は

、

伊

豆

稲

取

キ

ン

メ

マ

ラ

ソ

ン

実

行

委

員

長

の

西

塚

良

恵

氏

が

講

演

。

女

性

だ

け

で

ス

タ

ー

ト

し

た

伊

豆

稲

取

キ

ン

メ

マ

ラ

ソ

ン

は

、

地

域

愛

に

根

ざ

し

た

〝

情

熱

〟

を

原

動

力

に

、

今

で

は

マ

ラ

ソ

ン

大

会

１

０

０

選

に

選

ば

れ

、

参

加

者

が

３

０

０

０

人

に

迫

る

ほ

ど

に

成

長

し

て

い

る

。

西

塚

氏

は

、

地

域

資

源

を

活

か

し

た

持

続

可

能

な

女

性

主

導

の

イ

ベ

ン

ト

の

企

画

・

運

営

に

つ

い

て

熱

く

語

っ

た

。

　

第

二

部

は

、

熱

川

バ

ナ

ナ

ワ

ニ

園

園

長

の

神

山

浩

子

氏

が

講

演

。

東

京

理

科

大

学

を

卒

業

後

、

製

薬

会

社

に

就

職

し

順

調

に

キ

ャ

リ

ア

を

重

ね

て

い

た

最

中

、

園

長

だ

っ

た

父

の

急

逝

に

よ

り

、

会

社

を

退

職

。

平

成

�

年

に

同

園

に

入

社

し

、

令

和

５

年

に

園

長

に

就

任

し

た

。

施

設

愛

は

あ

る

も

の

の

、

動

植

物

に

関

し

て

専

門

家

で

な

い

神

山

氏

は

、

独

自

の

視

点

で

さ

ま

ざ

ま

な

コ

ラ

ボ

商

品

を

生

み

出

し

た

。

特

に

『

大

福

ワ

ニ

』

は

、

「

可

愛

す

ぎ

て

食

べ

ら

れ

な

い

…

」

と

大

反

響

を

呼

び

、

そ

れ

以

降

も

多

く

の

商

品

が

派

生

し

誕

生

し

た

話

な

ど

を

語

っ

た

。

講

演

に

は

、

同

園

キ

ャ

ラ

ク

タ

ー

の

熱

川

ば

に

お

君

も

応

援

に

駆

け

付

け

た

＝

写

真

。

　

そ

の

後

の

ト

ー

ク

セ

ッ

シ

ョ

ン

で

は

、

岩

井

茂

樹

東

伊

豆

町

長

も

加

わ

り

、

西

塚

氏

と

神

山

氏

と

と

も

に

東

伊

豆

町

の

さ

ま

ざ

ま

な

取

り

組

み

を

披

露

す

る

と

と

も

に

、

官

民

協

働

に

つ

い

て

話

し

合

っ

た

。

　

引

き

続

き

懇

親

会

を

行

い

、

地

元

の

美

松

寿

し

四

代

目

の

植

松

隆

二

氏

ら

に

よ

る

寿

司

と

熱

川

バ

ナ

ナ

ワ

ニ

園

で

発

売

さ

れ

て

い

る

フ

ル

ー

テ

ィ

ー

な

ビ

ー

ル

な

ど

を

堪

能

し

な

が

ら

、

会

員

相

互

の

交

流

を

図

っ

た

。

　

（８）税　の　し　る　べ令和７年（２０２５年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）

◎
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